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 淀川淀川河川事務所が管理する河川管理施設は規模が大きい施設や設置後30年以上経過して

いる施設が多い。これらの施設は今後急速に老朽化することが見込まれ、厳しい財政制約の中、

既存の河川管理施設を効率的に活用し適切かつ確実に維持管理・更新を進めることが求められ

ている。このような背景のもと、効率的・効果的な河川管理施設の長寿命化計画を作成するこ

とを目的とし、点検・整備・更新等を判断するための手法について検討を行ったものである。 
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1.  はじめに 

 淀川河川事務所管内水門設備は下記図1に示すとおり、

1970年代から1980年代に建設された施設が、全58施設の

うち39施設（67％）を占める。水門設備の耐用年数は40

から50年といわれており、今後10～20年の間に取替・更

新等の対策を施さなれけばならない施設が急増すること

が予想される。コスト縮減を求められた財政下において

は従来通りの予防保全を前提とした取替・更新は予算計

画上成り立たず、従来の信頼性を維持することが難しく

なってきているので効率的な維持管理計画が求められて

いる。  

図1 淀川河川事務所が管理しているゲート設備の建設年代と施設数 

 
揚排水機場ポンプ設備においても昭和42年に建設され

た大島排水機場を始め1970年代から1980年代に建設され

ており、排水機場においても図２に示すとおり、今後10
～20年間の間に取替更新が必要となってくる。 
 今回の検討は効率的な維持管理計画を立て、設備の機

能を維持しながらコスト縮減・予算の平準化を図ってい

くものである。 

図２ 淀川河川事務所が管理しているポンプ設備の建設年代と施設数 

 

2. 機械設備の更新・取替優先度について  

１）優先度評価の必要性 
従来の施設取替・更新は点検結果等や経過年数を勘案

して施設管理者が判断を行っていた。 
施設管理者による判断では施設管理者の個々の技術力

の違いや考え方の違いにより主観が関与することも多い

ため、老朽化施設が膨大になる将来においては客観的な

評価手法を元に取替・更新計画を立てる必要がある。  
 
２）優先度評価について 
平成２０年に監修された河川ポンプ設備等点検整備マ

ニュアル（案）（以下「ポンプ設備マニュアル」）及び

河川ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル（案）

（以下ゲート設備マニュアル）で取替・更新について一

定の考え方が示されている。今回の検討においてマニュ

アルの考え方に準拠し、より具体的な評価手法の構築を

行った。 
マニュアルにおいては用途における設備区分、社会的

別紙―２ 

1961～1965年

1966～1970年

1971～1975年

1976～1980年

1981～1985年

1986～1990年

8 10 12 14

1991～1995年

1996～2000年

2001～2005年

2005～2010年

西暦

施設数

2 4 6

水門設備

該当施設数39

総施設数58

=67％

1961～1965年

1966～1970年

1971～1975年

1976～1980年

1981～1985年

1986～1990年

1991～1995年

1996～2000年

2001～2005年

2005～2010年

西暦 2 4 6 8 10 12 14

ポンプ台数

ポンプ設備

該当台数22

総台数31

=70％

調査・計画・設計部門：No.22

1



影響度、機器の健全度、設置条件及び機能の適合性を総

合的に勘案し、全実施の優先度を合理的に整理し、維持

管理の最適化を図るものとしている。 
 

３）維持管理の流れ 
ゲート設備における一般的な維持管理の流れを図３に

示す。通常の維持管理においては、実操作→点検→整備

→実操作のサイクルを繰り返すが、経年劣化が進んだ場

合や機能に不具合が発生した場合は診断を実施して必要

に応じて機器等の整備や更新を実施する。 

図３ 維持管理の流れ 

 
４）ポンプ設備マニュアル及びゲート設備マニュアル 
マニュアルでは評価項目として下記の項目において評

価を行っている。 
①設備区分評価 
 評価区分はゲート・ポンプの機能・目的による区分

である。機器・目的を失った場合を想定し、その影響

が及ぶ範疇による区分とする。 
 各マニュアルによると致命・非致命で区分されてい

る。 
 
②社会的影響度の評価 
 ゲート・ポンプ故障に起因する設備の社会的影響度

あいによる区分である.。設備・機器が故障により機

能を失った場合を想定し、国民の生命/財産並びに社

会経済活動に影響を及ぼす被害の大きさによる区分と

する。 
 
③健全度評価 
健全度とは、設備の稼働及び経年に伴って発生す

る材料の物理的劣化や機器の性能低下・故障率の増加

等、機器・部品の状態を表すものである。点検時等に

より評価され、不具合に応じて保全方策を実施する。 
 実際の保全策実施の流れを図４ 不具合発見時にお

ける保全対応の流れに示す。 
図４ 不具合発見時における保全対応の流れの流れ 

 
５）維持管理手法の基本方針 

 ポンプ設備マニュアル及びゲート設備マニュアルの考

え方にそって踏襲することを基本とした。 

 また、点検は毎年実施されることから評価のメンテナ

ンス性を重視し、点検結果を毎年更新することで健全性

が算出できるものとした。 

 優先度評価に当たり、点検結果と設備区分評価（機器

の致命度）による健全度評価と社会的影響度と設備の設

置条件による維持水準による大きく２つの項目で評価し

た。 

 各２つの評価項目について下記６）以降で説明する。 

 

６）健全度について 

 健全度は点検結果と設備区分評価（致命度）からなる。 

 マニュアルにおいては点検結果に基づいて表１の評価

を行っている。優先度評価は△評価について実施するこ

ととなっているため点検結果「B」について評価を行っ

た。 

表１ マニュアルにおける健全度の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  設備区分評価（治水・利水等）についてはマニュア 

 ルに記載されている 

 河川用ポンプ設備においては故障により、排水機能が

○

C

現状では支障が生じていないが、こ
のまま放置すると、将来、ゲート等
の安全性や機能および日常管理業務
に直接または間接的に影響を及ぼす
と思われるもの。

1 整備が望ましい。

2
清掃することが望まし
い。

△

場合によっては更新が
必要である。

5

2 給油が必要である。

3 塗装が必要である。

現状では支障が生じていないが、早
急に対策を講じないと、数年の内に
ゲート等の安全性や機能に支障が生
じるおそれのあるもの、および数年
の内に日常管理業務に支障が生じる
おそれがあるもの。

1 調整が必要である。

4

判定内容

場合によっては整備が
必要である。

2 整備が必要である。

B

 健全度評価

A

現在支障が生じており、緊急に対策
を講じないと、ゲート等の安全性、
機能が確保できないもの、および日
常管理業務に支障が生じるもの。

1 更新が必要である。

☓

評価 評価内容 判定
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確保できないことを言う。ゲート設備においては必要な

水密や扉体の開閉機能が確保できなくなることを言う。 

 本検討においては致命的機器においては表２のとおり

更に細かく分け、予備機で能力を確保出来るかどうかで

致命Ⅰ、致命Ⅱに分けた。 

表２ 致命度の評価内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記図５のとおり健全度を評価していく上で、Ａを緊

急保全とし、Ｃを経過観察とした。マニュアル通りＢに

ついて維持水準を勘案して総合評価を実施する。 

図５ 健全度評価 

 

７）維持水準 

 社会的影響度と設備の設置条件による評価している。 

 マニュアルにおいて社会的影響度を評価する基本的な

項目として被害規模と氾濫規模があり、それぞれの項目

に被害総額、設備規模、集水面積とした。 

表３ ポンプ設備における社会的要因項目 

 ゲート設備においては下記表４のとおり被害規模、設

備規模（扉体面積）、浸水面積とした。 

表４ ゲート設備における社会的要因項目 

 

 マニュアルによる設置条件は当該機器の使用条件や環

境条件等、健全度に影響する要素として評価を行うこと

になっている。 

 評価項目設定に当たり、ポンプ設備及びゲート設備で

共通する項目については出来るだけ同一の項目とし、上

屋や土砂堆積のようにゲートに特化した項目については

ゲート設備のみの評価項目とした。 

表５ ゲート設備における設置条件項目 

表６ ポンプ設備における設置条件項目 

  

下記図６のとおり社会的要因項目と設置条件の総合評

価で維持水準を算出する。 

 

図５ 維持水準評価 

致命度 評価内容 不具合の事例 

致命Ⅰ 
維持管理上、特に注意

を払うべき機器・部品 

・エンジンの不具合に
より主ポンプの駆動
が出来ない。 

・開閉装置本体の不具
合によりゲートの開
閉ができない。 

致命Ⅱ 

システムへの影響度に

応じて保全方法を決定

する、持管理上、注意

を払うべき機器・部品 

・潤滑油ポンプの不具
合（予備機で対応可
能な補機類） 

・開閉装置のブレーキ
の不具合 

非致命 
一般的な維持管理を行
うべき機器・部品 

・扉体の塗装等 
・付属装置（手すり、

防護柵等）の不具合 
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3. 維持管理手法のケーススタディ 

 今回構築した優先度評価手法を用いて淀川大堰の評価

を行った。評価に先立ち既存の点検項目を元に機器の致

命度や維持水準を反映させた評価シートを表７のとおり

作成した。 

表７ 淀川大堰健全度評価シート 

 

 表８のとおり、維持水準と健全度のマトリクスで総合

評価をする。総合評価に当たり、健全度ＢⅠランクはよ

り修繕の優先度が高いため健全度に重点を置いたマトリ

クスとした。 

表８ 総合評価 

 

4.長寿命化計画の検討 

 今後の維持管理計画においては限られた財源の中で効

率的かつ効果的な計画が求められる。設備の補修・更新

を優先度を決めて計画的に実施するための短期保全計画

及び今後５０年間で必要となる修繕・更新費を把握する

ための長期保全計画を作成した。 

１）短期保全計画 

 現実的な修繕・更新計画を立てるために５年を目処に

優先度を決定する。優先度は図５の健全度評価のＡを最

優先とし、表８で算出される総合評価（Ｂ①、Ｂ②、Ｂ

③）の順位で評価を行い、修繕内容を整理し、修繕・取

替・更新費用の優先度を決定する。また、同ランクの評

価については計測データの傾向や過去の故障履歴を考慮

して計画を立てる。 

２）長期保全計画 

 予算の平準化を目的に今後５０年間の修繕・更新費を

把握するために計画を立てる。当初５年間は短期保全計

画とするが、６年以降は時間保全計画とする。６年以上

不具合を放置すると設備の機能に支障が出ることと不具

合は経年により増えるため、６年後以降に評価手法を用

いた計画が立てることが困難だからである。 

３）淀川大堰における計画 

①従来の計画 

予防保全を念頭に置き、標準的な修繕・取替・更新計

画を行うと今後５０年間では９９．５５億円となる。 

②維持管理手法を用いた計画 

維持管理手法による総合評価を用いた場合には今後５

０年間で８８．６４億円となった。 

５.結論 

長期保全計画では５０年間で１１億円であった。適切

な取替・更新・修繕の優先度を決めることで予算の縮減

及び平準化した計画を実施できる。 

６今後の課題 

 総合評価により修繕更新計画を立てられるが、経年や

計測データの傾向で発生した不具合でなく突発的に発生

した故障対応を見込んだ長・短期保全計画を立てていき

たい。 
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